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小牧市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則  

 

小牧市介護保険条例施行規則（平成１２年小牧市規則第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。  

目次中「第６章  保険料等（第２９条―第３３条）」を  

「第６章  保険料等（第２９条―第３３条）  

 第７章  雑則（第３４条）        」  

第１０条の見出し中「申請等」を「通知」に改め、同条中第１項を削り、第２項

を第１項とし、第３項を第２項とする。  

 第６章の次に次の１章を加える。  

   第７章  雑則  

（雑則）  

第３４条  この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び必

要な書類の様式は、別に定める。  

様式第６を次のように改める。  

様式第６  削除  

附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

に改める。  


